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Ⅱ 国際防疫対策

１ 動物検疫の概要

（１）目的

① 海外から輸入される動物・畜産物等を介して家畜の
伝染性疾病が侵入することを防止することにより、我
が国畜産の振興を図ること
② 輸入される犬等を介して狂犬病が侵入すること及び
輸入されるサルを介してエボラ出血熱及びマールブル
グ病が侵入することを防ぐことにより公衆衛生の向上
を図ること。

（２）業務内容
① 「家畜伝染病予防法」に基づく、動物・畜産物等の
輸出入検査及び検査に基づく殺処分・焼却・消毒等の
処置。
② 「狂犬病予防法」に基づく犬等の輸出入検査。
③ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」に基づくサルの輸入検疫。

（３）体制
動物検疫所は平成１５年現在、横浜に本所を置き、全

国に６支所、１７出張所を設置。２９９人の家畜防疫官
を配置し「家畜伝染病予防法」等に基づき指定された港
及び飛行場において輸出入動物及び畜産物等の検査及び
検査に基づく措置を実施している。

【家畜防疫官数、機関数及び輸入畜産物等検査件数の推移】

年 年年度（平成） ９年 10年 11年 12年 13年 14 15

(人) 259 262 265 268 271 283 299家畜防疫官数

機 関 数（カ所） 23 23 23 23 23 24 24

－輸入検査件数(万件) 49 46 47 47 46 44

注：定員は年度末定員、検査件数は年集計
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２ 海外のＢＳＥの発生に伴う措置
（１）これまでの措置

諸① ＢＳＥの侵入防止のため、２００１年１月以降、ＥＵ
国等のＢＳＥ発生国からの牛肉・肉骨粉等の輸入を停
止。
② 我が国におけるＢＳＥ感染牛の確認後の２００１年
１０月以降は、全ての国を対象にＢＳＥの感染源とさ
れている肉骨粉の輸入を停止。

（２）カナダにおけるＢＳＥの発生

① 本年５月２０日にカナダにおいてＢＳＥが発生した
ことを受け、我が国は直ちにカナダからの牛肉等の輸
入を停止。
② その後、カナダからは牛肉の輸入再開について再三
にわたり要望がなされているところであるが、カナダ
におけるＢＳＥ対応は不十分であり、我が国として輸
入再開に向けた検討ができない状況。
③ 一方、米国産牛肉等については、同国経由でカナダ
からの牛肉等が輸入されることのないよう、協議を重

、 、ねた結果 米国政府は牛肉輸出証明プログラムを設け
本年９月１日以降日本向け牛肉について、米国内でと
殺された牛に由来する牛肉のみを含むことを証明する
仕組みを構築。

④ 米国は、本年１０月末、カナダ産の生体牛（３０か月
齢未満のもの）の輸入再開を認める規則改正案について、
パブリックコメントを開始する旨発表。今後、米国側と再
度協議を行う必要。

【世界のＢＳＥの発生状況】（１９８９～２００３年）
国際獣疫事務局（ＯＩＥ）ホームページより

ＢＳＥの発生が報告されている国

輸入牛でＢＳＥの発生が報告されている国

ＢＳＥの発生が報告されている国

輸入牛でＢＳＥの発生が報告されている国
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３ 海外の高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う措置

（１）米国における発生に伴う検疫対応

① 米国では断続的に鳥インフルエンザの発生がみら

れ、高病原性鳥インフルエンザ（病原性にかかわらず

血清亜型Ｈ５又はＨ７のもの。以下同じ ）が発生した。

場合は、家きん肉等の輸入を全面的に一時停止。

② 病原性の低いウイルスによる発生であることが判明

された場合は、発生州に限定した輸入停止措置を実施

しており、現在、コネチカット州及びロードアイラン

ド州について輸入停止を実施。

（２）中国における発生に伴う検疫対応

① 本年５月、中国産あひる肉の輸入検査の結果、高病

原性鳥インフルエンザウイルス（血清亜型Ｈ５Ｎ１）

が分離されたため、中国産家きん肉等の輸入を停止。

② その後の現地調査等の結果、中国における本病の清

浄化等が確認されたことから、本年８月、中国産家き

ん肉等の輸入停止措置を解除。

（３）その他の国又は地域について

、 、 、 、現在 米国及び中国以外に香港 マカオ デンマーク

イタリア等で発生をみており、その都度、家きん肉等の

輸入を一定期間停止。

○高病原性鳥インフルエンザとは

① 原因（病原体）
鳥インフルエンザウイルスのうち血清亜型Ｈ５、Ｈ７及びその他

の血清亜型であっても高病原性のもの（Orthomyxoviridae Influe
nza virus A）

② 感受性動物
鶏、あひる、七面鳥、うずら等

③ 症状
神経症状（首曲がり、沈うつ等）、呼吸器症状、消化器症状（下

痢、食欲減退等）、高い死亡率が主な症状。

④ 発生
【国内】

最終発生年：１９２５年
【海外】

世界各国

⑤ 診断法
・臓器、糞便からのウイルス分離を行う。
・血清学的検査で抗体の確認を行う。

⑥ 予防法
鶏用のワクチンは一部の国で限定的に使用。

⑦ 治療法
・なし
・発生した場合は、発見・淘汰によりまん延を防止する。
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４ 海外の口蹄疫の発生に伴う措置

（１）ＥＵ諸国における発生に伴う検疫対応
① 平成１３年２月に英国で２０年ぶりに発生が確認さ
れ、その後、フランス、オランダ、アイルランドで続
発。このため、当該国からの偶蹄類の動畜産物につい
て輸入を禁止。
② その後、これらの国については、口蹄疫の清浄性が
確認されたことから、本年１０月までに輸入禁止措置
を解除。
なお、ＥＵ諸国については、ＢＳＥの侵入防止の観点

から牛、めん羊及び山羊由来畜産物の輸入を停止してい

るところ。

（２）韓国における発生に伴う検疫対応
昨年５月、口蹄疫の発生が確認されたため、直ちに同

国からの偶蹄類の動畜産物の輸入を禁止。

（３）その他の国又は地域について
中国、東南アジア地域、アフリカ地域、南米地域につ

いては、口蹄疫が常在的に発生しているため、偶蹄類の
動畜産物の輸入を禁止。

【世界の口蹄疫の発生状況】
国際獣疫事務局（ＯＩＥ）ホームページより




